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住民からの子育て支援制度レジストリに対する「意見・要望」について、「意見・要望
フォーム」で収集を行い、国経由で該当する自治体へ連絡を行います。

意見・要望フォームで受け取った意見の連携方法について
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意見・要望
フォーム

■住民(子育て世帯)からのレジストリの情報に対する意見・要望の連携方法について

意見・要望提出 収集 連絡

住民(子育て世帯)

・ 民間の子育てアプリを利用してい
る住民(子育て世帯)より、子育て
支援制度レジストリの情報に対す
る意見・要望がある場合、「意
見・要望フォーム」から意見を提
出する

意見・要望フォーム

‧ 住民(子育て世帯)が入力を行う
WEBフォーム
＜想定意見＞
 子育て支援制度レジストリの

情報に対する意見・要望
 配信された情報の誤りに対す

る修正要望
 その他、配信を希望する制度

等についての意見・要望

国

‧ 「意見・要望フォーム」で提出さ
れた情報を国にて収集、取りまと
めを行い、定期的に各自治体に連
絡
※意見・要望を提出した住民の個
人情報は含まない形で情報連携
※システム関連の問合せについて
は自治体の連携対象外

該当自治体

・ 国経由で受領した、住民(子育て世
帯)の「意見・要望」を確認

‧ 必要に応じて、登録されている子
育て支援制度レジストリ情報の更
新、見直しを実施

「意見・要望フォーム」においては住民の個人情報を収集いたしません。
そのため、住民の方よりいただいた意見・要望に対しては国・自治体共に直接回答は行いません。

住民（子育て世帯）が「意見・要望フォーム」に入力した該当する自治体に対して、連絡がされま
す。受領した「意見・要望」が全自治体に送付されるわけではございません。



意見・要望フォームで住民(子育て世帯)より受付する情報は下記の通り。

参考：意見・要望フォームの入力内容
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※フォームの入力内容については検討中のものになります。
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